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令和８年度 監査等実施計画 
 

１ 各監査の実施方針  

監査等は、｢山口県監査委員監査基準｣に基づき、以下により実施するものとする。 

また、引き続き内部統制に依拠したリスクアプローチによる監査等を実施するととも

に、決算審査及び内部統制評価報告書審査に資するものとする。 

おって、個別の実施計画については、別途、監査委員の合議により定める。 

 

（１）定期監査（財務監査） 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか

の監査を実施する。 

監査に当たっては、別に定める「定期監査実施要領｣により実施する。 

 

（２）行政監査 

事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているかの監査を定期監査と併せて実施する。 

監査に当たっては、別に定める「行政監査実施要領｣により実施する。 

 

（３）財政的援助団体等監査 

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借

入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を

行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援

助等の目的に沿って行われているかの監査を実施する。 

監査に当たっては、別に定める「財政的援助団体等監査実施要領」により実施する。 

 

（４）例月現金出納検査 

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかの検査を実施する。 

   検査に当たっては、別に定める「例月現金出納検査実施基準」により実施する。 

 

（５）決算審査 

決算書その他関係書類が法令等に適合し、かつ正確であるかの審査を実施する。 

審査に当たっては、別に定める「決算審査及び基金運用審査実施基準」及び「地方

公営企業決算審査実施基準」により実施する。 

 

（６）基金運用状況審査 

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が設置の目的に沿い、 

確実かつ効率的に行われているかの審査を実施する。 

審査に当たっては、別に定める「決算審査及び基金運用審査実施基準」により実施

する。  
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（７）健全化判断比率等審査 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した

書類が法令等に適合し、かつ正確であるかの審査を実施する。 

 

（８）内部統制評価報告書審査 

知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、

内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか

の審査を実施する。 

 

（９）随時監査及び特別監査 

必要に応じて、随時監査及び特別監査（地方自治法に規定するもので、この実施計

画に定めのない監査（知事の要求、議会の請求、住民監査請求等）をいう。）を実施

する。 

 

２ 監査等の実施時期 

  別記「令和８年度 監査等実施予定表｣による。 

 

３ 監査結果に関する報告 

    監査委員は、財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査に係る監査の結果に関す

る報告を作成し、議会、知事等に提出する。 

この報告については、必要に応じ報告に添えて監査委員の意見を提出するとともに、 

特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告する。 

 

４ 監査結果の公表 

監査結果について、改善留意を要する事項のうち、別に定める「監査結果の取扱基

準」により報告及び公表事項を決定し、速やかに公表する。 

なお、公表に当たっては、県民に分かりやすい公表に努める。 

 

５ 監査結果に基づく措置状況の公表等 

    監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係

る勧告をした者から措置の内容の通知を受けた場合は、措置の内容を公表する。 

 

６ 部局長協議 

  監査委員は、監査の結果等から、重要と認められる事項や、特に注意を喚起し意見を

浸透させる必要があると認められる事項について、それぞれの事務を所管する部局長と

意見交換又は協議を行う。 

 

７ 包括外部監査との調整 

包括外部監査人が監査しようとする特定の事件を定め、監査対象機関を決定したとき

は、当該機関については外部監査人の監査と本計画に定める監査の監査項目及び日程等

が重複しないよう調整するものとする。 
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